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１．はじめに 

 

本ＰＪの目的は，学部生に対する「授業におけ

る ICT 活用能力」を向上させるため，教科教育法

と教育実習とを連携させるプログラムを開発し，

試行することである。 
平成 25 年 6 月に閣議決定され，平成 26 年 6 月

に改定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」で

は，「Ⅳ．利活用の裾野拡大を推進するための基盤

の強化」「１．人材育成・教育」において，「学校

の高速ブロードバンド接続，１人１台の情報端末

配備，電子黒板や無線 LAN 環境の整備，デジタ

ル教科書・教材の活用等，初等教育段階から教育

環境自体の IT 化を進め，児童生徒等の学力の向

上と情報の利活用力の向上を図る。あわせて，教

員が，児童生徒の発達段階に応じた IT 教育が実

施できるよう，IT 活用指導モデルの構築や IT 活

用指導力の向上を図る。そのため，指導案や教材

など教員が積極的に活用可能なデータベースを構

築し，府省の既存の子供向けページも教材等とし

て整理し，積極的に活用する。また，企業や民間

団体などにも協力を呼びかけ，教育用のデジタル

教材の充実を図る。これらの取組により，2010
年代中には，全ての小学校，中学校，高等学校，

特別支援学校で教育環境の IT 化を実現するとと

もに，学校と家庭がシームレスでつながる教育・

学習環境を構築し，家庭での事前学習と連携した

授業など指導方法の充実を図る。」
1)
とされている。

また，具体的な施策として，現在，文部科学省で

は，「教育の IT 化に向けた環境整備 4 か年計画」

に基づき，教育への ICT 導入を積極的に進めてい

る。この計画では，「21 世紀にふさわしい学校教

育を実現できる環境の整備を図るために，第 2 期

教育振興基本計画（平成25年6月14日閣議決定）

で目標とされている水準の達成に必要な所要額を

計上した「教育の IT 化に向けた環境整備 4 か年

計画（平成 26～29 年度）」に基づき，平成 29 年

度まで単年度 1,678 億円（4年間総額 6,712 億円）

の地方財政措置が講じられること」
2)
とされてい

る。具体的には，コンピュータ室への 40 台設置

はもとより，移動式の端末，例えばタブレットPC
等を 40 台設置することにより，児童生徒一人一

人が様々な学習において，ICT を活用して学びを

深める支援を実施しようとしている。このように，

学校現場においては，今後も児童生徒，教員の様々

な ICT 活用を促すハード面を充実させる取り組

みが推進されることが想定される。 
一方，政府が描くこのような取り組みの成功の

可否を握る教員の能力向上については，別の取り

組みがなされる必要があろう。いわゆる，ソフト

的な整備である。教員の能力向上という観点から

言えば，養成と研修という両面から推進していく

必要がある。平成 27 年 12 月に出された中央教育

審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資

質能力の向上について～学び合い，高め合う教員

育成コミュニティの構築に向けて～」では，これ

からの時代の教員に求められる資質能力として，

3 点述べられている。その中に，「アクティブ・ラ

ーニングの視点からの授業改善，道徳教育の充実，

小学校における外国語教育の早期化・教科化，ICT
の活用，発達障害を含む特別な支援を必要とする

児童生徒等への対応などの新たな課題に対応でき

る力量を高めることが必要である。」
3)
と述べられ

ており，教員の新たな教育課題に対応する能力と



－ 15 －

して，ICT の活用能力が取り上げられている。こ

の問題についても他と同様に，教員養成段階にお

いても対応しておくべき能力となる。 
このような状況下において，教員養成学部にお

いても，大変タイトなカリキュラムの中，学部生

に対する教育が実施されている。例えば信州大学

は，4 年次教育実習で担当する 4 回の授業（教壇

実習）のうち，1 回以上は ICT を活用した授業を

実践するようになっている
4)
。このような取り組

みを推進するため，学部，附属学校園長，同校情

報教育係で構成される委員会を組織した上で，学

部と附属が連携した取り組みを行っている。学部

における実際の取り組みとしては，必修科目とな

っている「教育方法」（２単位）の半分の時間（７

－８コマ分）を，ICT 活用に関する内容にすると

ともに，義務教育の教員を外部講師として招聘し

ている。このため，学生を複数のグループに分け，

５月より土曜日に開講している。また，各教科（サ

ブコース）で，「コンピュータ利用教育」という科

目を必修で位置づけている。この科目は，教科所

属教員によるオムニバス形式で実施され，ICT 活

用に関することを扱うという点は統一されている

が，その具体的な実施内容については，各教科（コ

ース）に任されている。これは，学生の ICT 活用

スキルそのものの向上策ともいえる。 
ICT 活用を推進できる教員の養成は，本大学・

学部においても喫緊の課題である。H28 年度改組

では，教職大学院の必修科目として「ICT 活用教

育の実践と課題」（２単位）が位置づく予定である。

一方，学部段階では，複数免許義務化による自由

度の少ないカリキュラムでの対応，機材の導入・

維持・管理も含め，その実施体制の構築にはいま

だ大きなハードルが存在する。また，ICT を活用

できる教員を養成するためには，機器の使用方法

を身につけるだけでなく，「授業で活用してみよう

とする」態度（以下，「ICT 活用の態度」）の育成

が重要となる。そのためには，理論や事例を学び

つつも，実際に児童生徒の授業で活用してみるこ

とが必要となる。 
そこで，本年度は，教科教育法と教育実習にお

ける教壇実習に着目し，理論と技能，実践での活

用経験を通して，「ICT 活用の態度」形成を図る

学部生の学習プログラムを開発し，試行すること

にした。 
  

２．方法 

 

目的を達成していくために，研究のスケジュー

ルを以下の４段階で構成した。 
①先行している大学の実践検討 
②技術科教育法Ⅲにおける ICT 理論と技能の

習得 
③実習校［附属中学校］における一斉指導 
④教壇実習 
⑤技術科教育法Ⅳにおけるリフレクション  
※教壇実習におけるICT活用の実態調査を実施

する。 

※岩手県内の学校現場でどのような実践が試み

られているのか整理する。 

本学では，現在のところ学部と実習校との組織

的な取り組みはなされていない現状がある。そこ

で，本年度は技術サブコースを中心にＰＪを実施

することにした。その上で，教育実習（ICT を活

用した学習指導）における学生の実態を質問紙に

より把握することにより，学生の意識から今後の

方向性を検討する資料とすることにした。 
なお，一般的に ICT 活用といった場合には，情

報モラルの指導も含むが，本ＰＪでは，特に ICT
を活用した学習指導（教材・教具として ICT）の

みに着目することにする。 
 

３．実践結果 

 

3.1 学校現場におけるICT活用の実際 

 ICT 活用は，教育の現代的な課題として，学校

現場においても多くの試行的実践がなされている。

ここでは，岩手県の実践事例について，毎年開催

されている「岩手県教育研究発表会・情報教育分

科会」のレポートを基に活用の様子を整理する。 
 森山らは，タブレット・電子黒板等の ICT 活用
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のカテゴリを大きく，提示・共有・評価に分けて

いる。提示とは，ネット上のコンテンツ，従来の

紙ベースの資料を電子黒板やプロジェクタを通し

て，学習者に提示する機能としており，興味・関

心を高める場面，課題把握の場面，説明の場面等

で活用しようというものである。共有とは，学習

者個々の考えやペア・グループの考えを電子黒板

やプロジェクタを通して，可視化して共有しよう

とするものである。評価とは，学習者の学習活動

や振り返りを動画・静止画・テキスト等にてデジ

タルデータとして保存した上で，教師が学習者の

評価をしたり，記録したデータの一部を学習者へ

フィードバックして，自己評価に活用できるよう

にしたりするものである
5)
。 

 一方，岩手県立総合教育センターの研究では，

「学習場面」×「タブレット活用の主体と方法」

の 2 次元カテゴリを作成した上で，実践を位置づ

け，その事例検討がなされている。例えば，具体

的な内容として，音楽の学習における動画の活用，

算数における九九計算ソフトの活用などがある
6)
。

また，学習者相互の考えを，掲示板機能を活用し

て共有することを通して，思考力・判断力・表現

力の向上を試みようとしている実践がある
7)
。こ

の方法は，いわゆるブレーンストーミングの手法

を，ICT を通して実践しているものであり，発言

の苦手な学習者の考え方を表出させることが可能

となる。このように，多くの学習者の考え方に触

れるよう促し，各自の思考力・判断力・表現力を

高めようとしている。 
 
3.2 実習生に対する一斉指導の実践と結果 

3.2.1 全体指導の様子 

附属中学校では，主幹教諭により，全実習生に

関連指導が実施された（写真 1・写真 2）。具体的

には，実習生を 2 グループに分けて，50 分の講義

を実施した。当日の主な内容を図1～図2に示す。 
 また，思考力を育成するという観点からは，課

題には「拡散的思考」（広げる）と「収束的思考」

（深める）に着目するものがあることを指導した。

その上で，ICT 活用についての留意事項として，

 
写真2 主幹教諭からの指導を受ける実習生 

 
写真 1 主幹教諭による実習生への一斉指導 

 

図1 「提示」の説明 

 

 
図2 「共有」の説明 
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①授業自体がしっかりしていること（ICT 活用は

目的ではなく指導の手立てとして位置づけるこ

と），②教材研究をしっかりとして，学習者の思考

を妨げない工夫，例えば利用場面やアプリの選別

等をすること，③機器等の管理をしっかりする，

例えば誰が使った機器なのか，壊れてないか等の

把握をすることの 3 点を指導した。 
 
3.2.2 実習生のICT活用の実態 

3.2.1 の指導を受けた実習生が，教育実習中に学

習指導のツールとしてどのように活用したか，質

問紙にて調査した（参考：質問紙）。 
 その結果，質問紙が提出された 54 名中 39 名

（72.2%）が教壇実習で活用したと回答した。活

用したと回答した実習生 39 名の利用方法として

は，提示としての利用が 37 名（94.9％）であり，

活用の仕方としては，ほとんどの実習生がプレゼ

ンテーションソフトウェア，動画等を活用した「提

示」型であった。残りの 2 名（5.1％）は，技術サ

ブコース所属の実習生であり，教科指導と連動さ

せた活用をしていた。 
 今後の ICT 活用の力量形成に対する認識につ

いての把握は，「残りの学部生活で自分が取りくむ

べき事を含む」として自由記述を実施して，その

内容を検討した。その結果，自分の ICT 活用能力，

特に①機器操作の習熟，②指導内容と関連させた

ICT活用の効果的な方法の習得という2点につい

て記述されていることが確認された。その一例を

図 3 に示す。 
この学生は，今後の抱負として，「パソコン，ICT

は本当に苦手で，ワードで指導案を作るのも大変

だったため，少しでもスムーズに使えるようにな

りたい。」と述べており，①の機器操作の習熟を課

題としてあげている。このように，授業において

ICT活用が可能となる前提ともいえる自分の ICT
活用，機器操作やソフトウェア活用のスキルにつ

いて言及していた学生は，28 名（51.9%）となっ

た。 
一方，図 3 の後半「教材の１つとして，生徒た

ちに思考の助けとなる ICT 活用に向けて壊さな

いように利用したい。」というような授業論及び

ICT 活用の方法論に言及していた学生は，35 名

（64.8%）いた（複数回答あり）。 
 このことから，次の 2 点が指摘できる。まず，

1 点目として，ICT 機器の習熟を図る手立てを講

じる必要性があげられる。学生は，1 年次前期に

「情報基礎」として，ICT 関連機器・基本ソフト

ウェアの習熟等 15 コマを履修している。この授

業の始めに実施ししているスキルチェックの結果

からも，携帯電話（従来型・スマホ）の習熟度に

対して，ワープロ・表計算・プレゼンテーション

各ソフトウェアの扱いの習熟については個人差が

あると思われるものの，相対的に低い傾向が伺え

る。よって，1 年次の「情報基礎」での学びを踏

まえつつ，学生自身の ICT 活用のスキルを高める

取り組みを，全教育活動で行っていく必要がある

と考えられる。 
 2 点目として，授業における ICT 活用能力を高

めるために，教科教育法との連携を図った指導が

求められる。一般的に，ICT 活用は「目的」では

なく，「指導の手立て」とされる。よって，授業構

成力があって，ICT 活用が活きるのであって，ICT
活用のみを論じることはできない。このように考

えると，授業論を扱う教科教育法関係と関連させ

て指導を深めていくことが，本学・学部の場合は

現実的であると思われる。 
 次に，一例として，技術サブコースでの位置づ

けを検討する。 
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図3 学生の自由記述例 
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べき事を含む」として自由記述を実施して，その

内容を検討した。その結果，自分の ICT 活用能力，

特に①機器操作の習熟，②指導内容と関連させた

ICT活用の効果的な方法の習得という2点につい

て記述されていることが確認された。その一例を

図 3 に示す。 
この学生は，今後の抱負として，「パソコン，ICT

は本当に苦手で，ワードで指導案を作るのも大変

だったため，少しでもスムーズに使えるようにな

りたい。」と述べており，①の機器操作の習熟を課

題としてあげている。このように，授業において

ICT活用が可能となる前提ともいえる自分の ICT
活用，機器操作やソフトウェア活用のスキルにつ

いて言及していた学生は，28 名（51.9%）となっ

た。 
一方，図 3 の後半「教材の１つとして，生徒た

ちに思考の助けとなる ICT 活用に向けて壊さな

いように利用したい。」というような授業論及び

ICT 活用の方法論に言及していた学生は，35 名

（64.8%）いた（複数回答あり）。 
 このことから，次の 2 点が指摘できる。まず，

1 点目として，ICT 機器の習熟を図る手立てを講

じる必要性があげられる。学生は，1 年次前期に

「情報基礎」として，ICT 関連機器・基本ソフト

ウェアの習熟等 15 コマを履修している。この授

業の始めに実施ししているスキルチェックの結果

からも，携帯電話（従来型・スマホ）の習熟度に

対して，ワープロ・表計算・プレゼンテーション

各ソフトウェアの扱いの習熟については個人差が

あると思われるものの，相対的に低い傾向が伺え

る。よって，1 年次の「情報基礎」での学びを踏

まえつつ，学生自身の ICT 活用のスキルを高める

取り組みを，全教育活動で行っていく必要がある

と考えられる。 
 2 点目として，授業における ICT 活用能力を高

めるために，教科教育法との連携を図った指導が

求められる。一般的に，ICT 活用は「目的」では

なく，「指導の手立て」とされる。よって，授業構

成力があって，ICT 活用が活きるのであって，ICT
活用のみを論じることはできない。このように考

えると，授業論を扱う教科教育法関係と関連させ

て指導を深めていくことが，本学・学部の場合は

現実的であると思われる。 
 次に，一例として，技術サブコースでの位置づ

けを検討する。 
 
3.3 技術サブコースの取り組み 

3.3.1 教科教育法における指導 

 現在，中学校の教科教育法は，Ⅰ～Ⅳで構成さ

れている。本学技術科教育法は以下の内容を主と

して構成している。 
 

図3 学生の自由記述例 
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Ⅰ：基底論［教科の意義・歴史を含む］ 

 Ⅱ：学習指導論 

 Ⅲ：教材論，題材構成論，カリキュラム論 
 Ⅳ：研究方法論［実践・実証方法論］ 

 本年度は，技術科教育法Ⅲ（前期開講科目）に

おいて，ICT 活用の一般論を扱うとともに，テキ

スト
5)
と iPad を貸与し，学生の ICT 活用能力を

高めることにした。 
 

3.3.2 教壇実習での活用 

 技術科教育法Ⅰ～Ⅲにおいて，教科の意義や歴

史といった基底論から，1 時間の指導案作成，題

材展開の作成という学習指導論，題材構成論等を

学んだ学生に対して，3.2.1 でも実施されている全

体指導の留意事項と合わせて，ICT を活用した指

導を題材展開へ位置づけられるように指導した。

この際，iPad を貸し出し，課外においても自由に

教材研究できるよう配慮した。 
教育実習においては，指導担当教諭が実務指導

を行った。実習生の教壇指導の様子（示範をして

いる場面）と生徒の活動の様子を写真 3 と写真 4
に示す。 
  

４．まとめ 

 

 本ＰＪの目的は，学部生に対する「授業におけ

る ICT 活用能力」を向上させるため，教科教育法

と教育実習とを連携させるプログラムを開発し，

試行することであった。 
 本年度の取り組みの範囲において，次の点が成

果として確認された。 
1)学生の約半数は，自身の ICT 活用能力の不安を

抱えている実態が明らかとなった。また，授業

における活用方法の実際について，その具体的

なイメージが抱けていない可能性が指摘された。 
2)技術サブコースを例に，サブコースでの指導と

附属中学校での一斉，個別指導を組み合わせた

プログラムを実施することができた。 
 今後は，中学校教員養成の他のサブコース，小

学校教員養成の学生に対する指導等，本ＰＪを基

に学部全体として，組織的な取り組みをどのよう

にしていくのかを具体的に検討していくことが早

急に求められる。また，養成と研修という観点か

ら，岩手県の教育機関との連携を強めつつ，学生

 
写真3 学生の教壇実習における示範の様子 

 

 
写真４ 生徒の学習活動の様子 
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の力量形成について，実践的に検証していく必要

があると考えられる。 
 これらについては，今後の課題としたい。 
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